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橋梁の整備

令和８年度 県土整備部建設工事における
総合評価方式の運用ガイドラインの改定について
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組織再編のお知らせ
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」に関する評価項目を強化し、

●公共工事の品質確保と技術力向上
これまで以上に、技術力や企業の創意工夫が適切に反映されるよう、「評価細分化」をする。こ

れにより、価格以外の企業や技術者の技術力向上が正当に評価されるよう競争環境を整備、公
共工事の品質確保を推進していく。
●担い手確保への取組強化
建設産業の持続可能性を高めるため、各企業が行う「担い手確保」に関する評価項目を強化し、

業界全体の労働環境改善や人材確保また育成への投資を後押しする。

１．総合評価タイプ選定表の見直し
２．モデル工事の見直し
３．評価項目の見直し
① 「配置予定技術者等の従事工事受賞歴」の追加
② 「i-Constructionへの取組」の強化
③ 「技能者の資格」の追加と細分化
④ 「主たる営業所の有無」の管外企業の自社施工を評価
⑤ 「若手・女性技術者の配置」の細分化
⑥ 「週休２日＋αの取組」の適用範囲拡大

背景・課題と改定方針

総合評価方式の運用ガイドライン改定概要

令和８年度 総合評価ガイドライン等 改定概要
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１．適用タイプ選定表の見直し

（工事規模）

27.2億円以上

10億円以上

5億円以上

3億円以上

2億円以上

１.4億円以上

※1

8千万円以上

3千万円以上

※2

（Update）

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ
基本 やや難 難 特に難 極めて難

（工事難易度）

価格競争

（価格競争選択可）

特別簡易型
Ⅰ型A・B

簡易型

標準型

WTO標準型 高度技術
提案型

簡易型

簡易型

特別簡易型
Ⅱ型A・B

（工事規模）

27.2億円以上

5億円以上

3億円以上

2億円以上

5千万円以上

3千万円以上

※1

1千万円以上

※2

（Update）

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ
基本 やや難 難 特に難 極めて難

（工事難易度）

価格競争

（価格競争
選択可）

特別簡易型
Ⅱ型A・B

特別簡易型
Ⅱ型A

特別簡易型
Ⅰ型A

特別簡易型
Ⅰ型A・B

簡易型

標準型

WTO標準型 高度技術
提案型

簡易型

特別簡易型
Ⅱ型A

工事難易度Ⅲ、3千万円以上8千万円未満の範囲を
価格競争から特別簡易型Ⅱ型へ見直す(総合評価範囲の拡大）

工事難易度Ⅲ、1千万円以上3千万円未満の範囲を
価格競争から特別簡易型Ⅱ型へ見直す(総合評価範囲の拡大）

「舗装以外工事」 「舗装工事」

30.2億以上

30.2億以上
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２．モデル工事の見直し

モデル工事名称 趣旨・対象

地域の担い手育成型 趣旨：地域の建設産業の活性化や地域の担い手育成・確保を目指す
対象：特別簡易型Ⅰ・Ⅱ型Ａかつ難易度ⅠまたはⅡの工事の一部

受注機会促進型 趣旨：各地域において建設産業の均衡の取れた発展を目指す
対象：特別簡易型Ⅰ・Ⅱ型Ａかつ難易度ⅠまたはⅡの工事の一部

C02削減取組
評価型

趣旨：建設産業におけるCO2削減の取組を進める
対象：特別簡易型Ⅰ・Ⅱ型ＡＢで、土工量1,000m3以上の

難易度Ⅰおよび難易度Ⅱの工事の一部

若手・女性技術者
チャレンジ型

趣旨：若手・女性技術者の育成を進め、持続可能な建設業を目指す
対象：特別簡易型Ⅰ・Ⅱ型Ａかつ難易度ⅠまたはⅡの工事の一部

週休2日＋α
チャレンジ型

趣旨：建設産業の働き方改革を推進し、担い手の確保を目指す
対象：特別簡易型Ⅰ・Ⅱ型Ａかつ難易度ⅠまたはⅡの工事の一部廃止

継続

継続

継続

継続

通常の総合評価タイプへの適用範囲拡大
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３．評価項目の見直し

（１）「配置予定技術者等の従事工事受賞歴」の追加 【新規】

「滋賀県優良工事表彰」における実績については企業の主観点数に含まれており、監理技術者等にもインセ
ンティブを与えることで、さらなる技術研鑽や品質意識の向上、また技術者の待遇向上を促進する。
なお、評価の対象は以下のとおり。
①「滋賀県優良工事表彰」を受賞した工事において、その工期すべてに監理技術者等として従事した技術者
②受賞歴のある工事と当該工事の「工事業種」が同一であること
③有効期限は表彰式の日から翌々年度末の公告までとする（令和８年度表彰より対象とする）

評価点
0

0.1
0.3
0.5

区　分（配置予定技術者等の表彰受賞実績）

奨励賞の受賞歴

知事賞の受賞歴
優秀賞の受賞歴

受賞実績なし

R5 R6 R7
知事賞 9 7 7
優秀賞 21 25 21
奨励賞 35 27 24

【参考】 滋賀県優良工事表彰
直近３か年の受賞件数

県および企業庁が発注する工事の優良工事を表彰することにより、工事
施工者の工事意欲を高め、技術の向上と安全施工の促進を図るものです。
県および企業庁が発注した工事のうち、県内受注者によって前年度に完

成した、当初請負額が5百万円以上の工事が対象です。



評価点

0
0.5
1

区分（i-Constructionへの取組）

ICTの活用なし（加算評価の取組なし）
簡易型ICT活用工事
ICT活用工事

評価点

0
0.5
1

1.5

区分（i-Constructionへの取組）

ICTの活用なし（加算評価の取組なし）
簡易型ICT活用工事

ICT活用工事、さらに3次元モデル活用
ICT活用工事

令和８年度 総合評価ガイドライン等 改定概要
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３．評価項目の見直し

（２）「i-Constructionへの取組」の強化推進

ICT活用に加えて、３次元モデルを活用した安全管理・施工管理・工事説明等の実施を取り入れることで、
i-Constructionのさらなる推進を図る。
評価対象工種は「土工」、「法面工」、「舗装工（路盤工の施工を含む工事）」、「舗装工（修繕工）」、

「地盤改良工」、「構造物工」すべてとする。

（参考）ICT実施要領による5つの活用段階
　①三次元起工測量
　②三次元設計データ作成
　③ICT建設機械による施工
　④三次元出来形管理等の施工管理
　⑤三次元データの納品

②、④、⑤を必須とし、ICT施工技術を部分的に活用する工事

①～⑤の全ての段階でICT施工技術を活用する工事

「ICT活用工事」に加えて、安全管理・施工管理・工事説明等
において3次元モデル（構造物や地形等の形状を、縦・横・高
さの3方向（X・Y・Z）で立体的に表現したデジタルデータ）を
活用する工事

「i-Constructionへの取組＜土工の場合＞」

「i-Constructionへの取組＜土工の場合＞」



登録基幹技能者の種類
土質改良
都市トンネル
潜函 とび・土工
道路等法面保護 とび・土工
斜面防災
石材施工 石

土木、とび・土工
土木、とび・土工

土木、とび・土工、さく井

基幹的な役割を担う建設業の種類

令和８年度 総合評価ガイドライン等 改定概要
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３．評価項目の見直し

評価点
0

下請等の技能者 0.3
自社（元請）の技能者 0.5
下請等の技能者 0.7
自社（元請）の技能者 1

区　分（指定作業における技能者の資格）
有資格者の従事　なし
「技能士（１級）」「その他の技能資格」
の有資格者の従事　あり

「登録基幹技能者」の
有資格者の従事　あり

（３）「技能者の資格」の追加と細分化

基幹技能者制度に基づく登録基幹技能者が追加されたことに伴い、加点対象とする「技能者の資格」を
追加する。また、技能士（１級）についても合わせて更新する。
さらに、これまで技能者は元請・下請を問わなかったが、評価を細分化することで、自社で技能者を雇用・

育成する企業体制の構築を促進する。なお、評価の細分化はモデル工事（地域の担い手育成型モデル
工事）において試行する。

【参考】 登録基幹技能者制度
建設業法施行規則第１８条の３（建設現場において基幹的な役割を担う建設技能労働者の講習資格制度）に基づく制度。
平成20年4月以降に国土交通大臣の登録を受けた機関が実施する登録基幹技能者講習の修了者は、登録基幹技能者として認められ、

経営事項審査においても評価の対象となっている。

■「技能者資格」の追加 ■「技能者資格」の評価細分化（モデル工事のみ適用）
評価点

0
0.5
1

区　分（指定作業における技能者の資格）

有資格者の従事　なし
「技能士（１級）」「その他の技能資格」の有資格者の従事　あり
「登録基幹技能者」の有資格者の従事　あり
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３．評価項目の見直し

（４）「主たる営業所の有無」の管外企業の自社施工を評価

『「主たる営業所が管内」で管内企業の下請活用あり1.5点』においては、管内企業の下請活用もしくは
請負金額80%以上の「自社施工」を評価していたが、「主たる営業所が管外」においては、「自社施工」を
評価の対象としていなかったが、管外企業においても「自社施工」を評価する。

※管内に主たる営業所を有する元請企業が請負金額の80％以上を直営で執行することも可

評価点
0

0.5
1

1.5

区　分（管内企業の下請活用の有無）
「主たる営業所」が
発注土木事務所の管外

管内企業の下請活用なし
管内企業の下請活用あり

「主たる営業所」が
発注土木事務所の管内

管内企業の下請活用なし
管内企業の下請活用あり※

「自社施工」を評価しない

「自社施工」を評価する

評価点
0

0.5
1

1.5

区　分（管内企業の下請活用の有無）
「主たる営業所」が
発注土木事務所の管外

管内企業の下請活用なし
管内企業の下請活用あり※

「主たる営業所」が
発注土木事務所の管内

管内企業の下請活用なし
管内企業の下請活用あり※

「自社施工」を評価する

「自社施工」を評価する
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３．評価項目の見直し

（５）「若手・女性技術者の配置」の細分化

最大加算点は「滋賀県若手技術者・女性技術者土木交通部長表彰」の受賞歴の有無で評価が分
かれる項目であるが、令和7年度までに56社107名（うち50名が女性）の受賞実績があり、新たな若
手・女性技術者を配置することの障壁とならないよう、一部評価を細分化する。

評価点
0

0.5
0.7
1

「若手技術者または女性技術者」の　配置なし
「若手技術者または女性技術者」を　専任の技術者として配置する
「若手技術者または女性技術者」を　監理技術者等として配置する
「優秀な若手技術者または優秀な女性技術者」（※1）を監理技術者等として配置する

　　　　区　分（若手・女性技術者の配置）

評価点
0

0.5
0.7
0.8
1

　　　　区　分（若手・女性技術者の配置）
「若手技術者・女性技術者」の　配置なし
「若手技術者・女性技術者」を　専任の技術者として配置する
「若手技術者・女性技術者」を　監理技術者等として配置する
「受賞歴のある若手技術者・女性技術者※1」を監理技術者等として配置する
「直近3ヵ年度に受賞歴のある若手技術者・女性技術者※2」を監理技術者等として配置する

※１「受賞歴のある若手技術者・女性技術者」とは「入札公告日の属する年度の４月１日において４０歳以下」
または「女性」且つ、「滋賀県若手技術者・女性技術者土木交通部長表彰」の被表彰者。
※２「直近3ヵ年度に受賞歴のある若手技術者・女性技術者」とは「入札公告日の属する年度の４月１日におい
て４０歳以下」または「女性」且つ、直近3ヵ年度（R６,７,８）における「滋賀県若手技術者・女性技術者土木
交通部長表彰」の被表彰者。
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３．評価項目の見直し

（６）「週休２日＋αの取組」の適用範囲拡大

令和6年度より、ワークライフバランスを促進する目的で週休2日に加えて「国民の祝日」も休むことを
評価するモデル工事を実施してきており、県土整備部においては土日完全週休2日工事が定着してき
たことから、通常工事へ適用を拡大する。なお、対象は余裕期間制度を活用する工事に設定することと
し、祝日法第3条第2項、第3項による休日を含む。

評価点

0
2

区　分（週休２日＋αの取組）

週休2日＋αに取り組まない
週休2日＋αに取り組む

評価点

0
0.5

区　分（週休２日＋αの取組）

週休2日＋αに取り組まない
週休2日＋αに取り組む

週休２日＋αチャレンジ型モデル工事に適用

通常の総合評価タイプに適用範囲を拡大

【参考】 国民の祝日
国民の祝日に関する法律では、年間に計１６の日が「国民の祝日」とされています。
第3条

「国民の祝日」は、休日とする。
2.「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」で
ない日を休日とする。

3.その前日及び翌日が「国民の祝日」である日（「国民の祝日」でない日に限る。）は、休日と
する。
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（参考）評価項目設定一覧表
R8 総合評価方式の各種タイプにおける評価項目設定一覧表

高度技
術提案

型

ＷＴＯ
標準型

標準型
（※５）

簡易型
（※５）

特別
簡易型
Ⅰ型Ａ

特別
簡易型
Ⅰ型Ｂ

特別
簡易型
Ⅱ型Ａ

特別
簡易型
Ⅱ型Ｂ

- ○

4～8点※

(1着目点あ
たり）

① 2.0 △ △ ◎ ◎
② 3.0 △(A) △(B) ◎(B) ◎(B)

③ 1.5 △ △ △ △ △ △
④ 1.0 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
⑤ 1.0 ◎ ◎ ◎ ◎
⑥ 0.5 △ △ △ △ R8表彰より開始

⑦ 0.5 △ △ △ △ △
⑧ 1.0 △ △ △ △ △ △
⑨ 1.0 △ △ ◎ ◎
⑩ 1.0

⑪ 0.5 △ △ ◎ ◎
⑫ 3.0 ◎ △※ ◎※ ◎※

※簡易型、特別簡
易型は1.5点

⑬ 1.5 △ △
⑭ 1.0 △ △ △
⑮ 2.0 〇 〇 〇 〇 〇 〇
⑯ 1.0 △ △ △ △ △ △
⑰ 0.5 △ △ △ △ △ △
⑱ 1.0 ◎ ◎ ◎ ◎
⑲ 2.0

⑳ 0.5 △ △ △ △ △ △ 余裕期間制度を活
用する工事に適用

㉑ 0.5 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
㉒ 0.5※ △ △ ※設定内容に応じ

て1.0点とできる

㉓ 2.0

㉔ 2.0

40
～
50

40
～
50

31.5
～

43.0

8.5
～

23.0

11.0
～

20.0

10.0
～

15.5

8.0
～

16.5

7.0
～

12.0

10.5
～

19.5

7.5
～

16.0

配置予定技術者等の従事工事受賞歴

配      点　　　合　　計

最大加算点　合　　計

若手・女性技術者の配置（チャレンジ）

週休２日＋αの取組

建設ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟｼｽﾃﾑの利用

その他、発注機関による独自設定項目

手持ち工事量

CO2削減への取組

若手・女性技術者の配置

技術者等の
能力

配置予定技術者等ＣＰＤ

配置予定技術者等の実績

配置予定技術者等の資格

技能者の資格

企業の地域性
・社会性

防災協定の締結

防災協定の締結および重機保有

建災防への加入および活動実績

県内営業所の有無

主たる営業所の有無

除雪作業等（※１）

県内企業の下請活用（※２）

現場見学会の開催（※３）

県産材の使用（※４）

※WTO標準型に
ついては個別設定

する
【目的物の品質】
　工事目的物の品質や耐久性向上に関する提案

【施工上の課題】
　工事施工において配慮すべき提案

企業の
施工能力

企業の実績

主観点数（工事成績等）

i-Constructionへの取組

技術提案 -

【施工管理】
　施工管理（工程管理・出来形管理・
品質管理）方法に関する提案

○
工事毎に
個別設定

40～
50点

○
工事毎に

3～4
着目点
を設定

24点

○
工事毎に

1
着目点
を設定

4点

高度な
技術提案

【総合コスト】
　総合的なコストの縮減に関する提案

工事毎に
設定

40～50点

【性能・機能】
　工事目的物の性能・機能の向上に関する提案
【社会的要請】
　社会的要請への対応に関する提案

◎：必須の評価項目１（全工事で共通した内容で設定するもの）
○：必須の評価項目２（工事毎に選択しながら、必須として設定するもの）
△：選択の評価項目　（工事毎に評価項目として設定するかどうかを判断するもの）

評価の視点 番
号 評　価　項　目 配点

総合評価タイプ

備考

R8 モデル工事における評価項目設定一覧表

特別
簡易型
Ⅰ型Ａ

特別
簡易型
Ⅱ型Ａ

地域の
担い手育成

受注機会
促進

CO2削減
取組評価

若手・女性
技術者ﾁｬﾚ

ﾝｼﾞ

① 2.0 ◎
② 3.0 ◎(B) ◎(B)

③ 1.0 △ △
④ 1.0 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
⑤ 1.0 ◎
⑥ 0.5 △
⑦ 0.5 △ △
⑧ 1.0 △ △ △
⑩ 1.0 ◎
⑪ 0.5 ◎ ◎ ◎
⑬ 1.5 △ △ ◎
⑭ 1.0 △ △ △
⑮ 2.0 〇 〇 ◎ ◎ ◎ ◎
⑯ 1.0 △ △ △ △ △ △
⑰ 0.5 △ △ △ △ △ △
⑱ 1.0 ◎ ◎ ◎ ◎
⑲ 2.0 ◎2.0
⑳ 0.5 △ △ △ △ △ △
㉑ 0.5 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
㉒ 0.5※ △ △
㉓ 2.0 ◎2.0
㉔ 2.0 ◎2.0

7.5～
11.5

5.5～
7.5

6.5～
8.5

5.5～
7.5

※１：「土木一式工事」ないしは「舗装工事」の場合、設定する。
※２：県内に特殊工事を下請負できる企業が存在しないことが明らかな場合は対象外とする。
※３：建設工事の魅力発信に適した工事の場合、設定する。ただし、「現場環境改善費」を計上していない場合は対象外とする。
※４：使用資材に県産材が無いなど設定することが不適切と判断される場合は対象外とする。

CO2削減への取組

配      点　　　合　　計

若手・女性技術者の配置

若手・女性技術者の配置（チャレンジ）

週休２日＋αの取組

建設ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟｼｽﾃﾑの利用

その他、発注機関による独自設定項目

手持ち工事量

企業の地域性
・社会性

防災協定の締結および重機保有

建災防への加入および活動実績

主たる営業所の有無

除雪作業等（※１）

県内企業の下請活用（※２）

現場見学会の開催（※３）

県産材の使用（※４）

企業の
施工能力

企業の実績

主観点数（工事成績等）

i-Constructionへの取組

技術者等の
能力

配置予定技術者等ＣＰＤ

配置予定技術者等の実績

配置予定技術者等の資格

技能者の資格

配置予定技術者等の表彰の受賞歴

◎：必須の評価項目１（全工事で共通した内容で設定するもの）
○：必須の評価項目２（工事毎に選択しながら、必須として設定するもの）
△：選択の評価項目　（工事毎に評価項目として設定するかどうかを判断するもの）

評価の視点 番
号 評　価　項　目 配点

総合評価タイプ モデル工事



令和８年度 総合評価ガイドライン等 改定概要
（参考）配置予定技術者（若手・女性技術者）の途中交代について

途中交代は原則認めない。ただし、以下３つの要件を満たす場合はこの限りでない。
●入札説明書に定められた配置予定技術者に係るすべての条件に満足
●当初の配置予定技術者と同等以上の者を配置すること※
●下記に該当する場合で監督職員と協議の上認められたもの
1） 傷病により職務の遂行ができないと判断された場合
2） 死亡した場合
3） 退職した場合
4） 真にやむを得ない理由により転勤となる場合
5） 出産、育児、介護のため職務の遂行ができないと判断された場合
6） 発注者の責により工期延期となる場合

※やむを得ず同等以上の者がいない場合、監督職員と書面協議の上、
最も適切な技術者を配置することで減点対象としない。

【注意】 契約条件に支障が生じる場合や悪質と認められる場合は、
工事成績評定において減点対象または契約違反として取り扱う場合がある。

例示： ・実質的な工期の大部分において交代後の技術者が従事
・予め交代の必要性を認識した上での受注
・虚偽の報告
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11月８日（日）in大津港

滋賀県HP
滋賀県 > 県民の方 > 県土整備 > 技術・品質管理 > 総合評価方式について
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お問い合わせ先

総合評価ガイドライン掲載先

https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kendoseibi/gizyutsu/324292.html

県土整備部 技術管理課
電話番号：077-528-4118
FAX番号：077-524-0943
メールアドレス：kdgijutsu@pref.shiga.lg.jp

お問い合わせ先


